
 

- 1 - 

〇
金
融
庁
告
示
第 

 
 

号 
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
よ
る
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に
対
応
し
て
金
融
の
機
能
の
強
化
及
び
安
定
の
確

保
を
図
る
た
め
の
銀
行
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
四
十
六
号
）
及
び
銀
行
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を

改
正
す
る
内
閣
府
令
（
令
和
三
年
内
閣
府
令
第 

 
 

号
）
の
施
行
に
伴
い
、
次
に
掲
げ
る
告
示
は
、
令
和
三
年
十
一
月
二
十

一
日
限
り
、
廃
止
す
る
。 

令
和
三
年
十
一
月 

 
 

日 

金
融
庁
長
官 

中
島 

淳
一 

 
 

一 

銀
行
法
第
十
六
条
の
二
第
十
一
項
及
び
第
五
十
二
条
の
二
十
三
第
十
項
の
規
定
並
び
に
銀
行
法
施
行
規
則
第
十
七
条
の
二

第
一
項
第
一
号
、
第
二
項
第
二
号
及
び
第
十
四
項
た
だ
し
書
並
び
に
第
三
十
四
条
の
十
六
第
十
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基

づ
き
従
属
業
務
を
営
む
会
社
が
銀
行
若
し
く
は
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
れ
ら
の
子
会
社
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
者
の
た
め

に
従
属
業
務
を
営
ん
で
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
基
準
（
平
成
十
四
年
金
融
庁
告
示
第
三
十
四
号
） 

二 

保
険
業
法
第
百
六
条
第
十
項
等
の
規
定
に
基
づ
き
、
従
属
業
務
を
営
む
会
社
が
主
と
し
て
保
険
会
社
若
し
く
は
保
険
持
株

会
社
又
は
そ
れ
ら
の
子
会
社
の
た
め
に
従
属
業
務
を
営
ん
で
い
る
か
ど
う
か
の
基
準
を
定
め
る
件
（
平
成
十
四
年
金
融
庁
告
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示
第
三
十
八
号
） 

三 
信
用
金
庫
法
第
五
十
四
条
の
二
十
一
第
八
項
及
び
第
五
十
四
条
の
二
十
三
第
十
項
の
規
定
並
び
に
信
用
金
庫
法
施
行
規
則

第
七
十
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
項
第
二
号
及
び
第
十
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
従
属
業
務
を
営
む
会
社
が
信
用
金

庫
若
し
く
は
信
用
金
庫
連
合
会
又
は
そ
れ
ら
の
子
会
社
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
者
の
た
め
に
従
属
業
務
を
営
ん
で
い
る
か

ど
う
か
に
つ
い
て
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
基
準
（
平
成
十
四
年
金
融
庁
告
示
第
四
十
号
） 

四 

協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
第
四
条
の
二
第
八
項
及
び
第
四
条
の
四
第
七
項
の
規
定
並
び
に
協
同
組
合
に

よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
項
第
二
号
及
び
第
十
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基

づ
き
従
属
業
務
を
営
む
会
社
が
信
用
協
同
組
合
若
し
く
は
信
用
協
同
組
合
連
合
会
又
は
そ
れ
ら
の
子
会
社
そ
の
他
こ
れ
ら
に

類
す
る
者
の
た
め
に
従
属
業
務
を
営
ん
で
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
基
準
（
平
成
十
四
年
金
融
庁
告

示
第
四
十
二
号
） 

五 

銀
行
法
施
行
規
則
第
三
十
四
条
の
十
九
の
五
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
の
定
め
る
額
を
定
め
る
件
（
平
成

二
十
年
金
融
庁
告
示
第
七
十
七
号
） 

 


